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2017 年 03 月 23 日 
 

JAB PN200:2017 第 8 版 D2.1 へのパブリックコメント及び処置 

№ 
コメント 
提出者 

（敬称略） 
条項
No. 

行
No. 

コメン
ト区分 コメント内容 提案 要員技術委員会処置 

（凡例 ○：採用、△：修正等、×：不採用） 

1 CEAR 鈴木 5.3.2 2 G 協会が指定した方法に従

えない場合があり、認定の

手順に記載するのは不適

当である。 
実際に発生した問題とし

て、協会より外部企業のオ

ンラインストレージに秘

密事項の資料を電子媒体

で保管するように指示が

あったが、協会が保管先オ

ンラインストレージの堅

牢性、信頼性が確保されて

いることを保証できなか

ったため、紙での提出とし

た。（※参考：その後も協

会からの説明なし） 
よって、機関が合意できる

提出方法と記載するべき

である。 
 

協会が指定した方法で提出と

変更しているが、現状の記載

どおりのままとする。 
また、5.3.3 も削除せず、現状

の記載どおりのままとする。 

×：ご意見のとおり、JAB は、現在、認証機関に対

して、一部、GIGAPOD と称するオンラインスト

レージを介した資料提供をお願いしています。こ

れに係り、JAB では、GIGAPOD の利用を含めた

情報セキュリティ全般に関する規則・マニュアル

を設け、同規定にて、JAB 情報システム・セキュ

リティにかかる管理体制の構築、活動を推進して

います。こうした取組みを通して、JAB が扱う情

報システムの管理やセキュリティ確保を図っいま

すので、改めてご了承をお願いいたします。 
また、現在、JAB 内担当グループにて、GIGAPOD
利用にかかるセキュリティ説明資料の作成、案内

について検討を進めておりますので、合わせてご

了承をお願いいたします。 
なお、本手順 5.3.2 項の実運用においては、機関が

JAB が指定した方法を取ることが困難な場合、調

整をさせていただきますので、ご理解をお願いい

たします。 
この回答をもって、本手順では、原案のとおりと

いたします。 
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№ 
コメント 
提出者 

（敬称略） 
条項
No. 

行
No. 

コメン
ト区分 コメント内容 提案 要員技術委員会処置 

（凡例 ○：採用、△：修正等、×：不採用） 

2 CEAR 鈴木 7.1.2 2 Ｇ 審査チームが指定した方

法に従えない場合があり、

認定の手順に記載するの

は不適当である。 
理由は、Ｎｏ１と同じ。 

審査チームが指定した期限ま

でに、機関が合意した方法に

変更。 

（コメント No.1 への回答と同様） 

3 CEAR 鈴木 8.3.1 3 Ｇ 審査チームが指定する方

法に従えない場合があり、

認定の手順に記載するの

は不適当である。 
理由は、Ｎｏ１と同じ。 

認定審査チームが指定し、機

関が合意した方法に変更。 
（コメント No.1 への回答と同様） 

4 CEAR 鈴木 11.3.1 4 Ｇ 協会が指定した方法に従

えない場合があり、認定の

手順に記載するのは不適

当である。 
理由は、Ｎｏ１と同じ。 

協会が指定した方法で提出と

変更しているが、現状の記載

どおりのままとする。 

（コメント No.1 への回答と同様） 

 


